
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成３１年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 平成３０年４月１６日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 香川県高松市女
め

木
ぎ

島東岸沖 

 女木港鬼ヶ
お に が

島防波堤灯台から真方位０２９°１,６７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.１′ 東経１３４°０３.７′） 

インシデントの概要 旅客船まりんなつ２号は、南南西進中、主機が停止し、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過  平成３０年５月１１日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質、 

機関、出力、進水等 

 

旅客船 まりんなつ２号、１９トン 

２９３－２１３００香川、株式会社豊島フェリー（Ａ社） 

１５.８１ｍ×４.４８ｍ×１.６４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、６００.２kＷ（合計）、昭和６３年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年３月２２日 

  免許証交付日 平成２８年３月９日 

         （平成３３年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、旅客３人を乗せ、平成３０年４

月１６日０８時２０分ごろ高松市高松港に向けて香川県土庄
とのしょう

町豊
て

島

家
いえ

浦
うら

港を出港した 

本船は、約１９ノットの対地速力で南南東進し、備讃瀬戸東航路を

横切って高松市男
お

木
ぎ

島西岸沖を通過した後、同島と女木島に挟まれる

加茂ヶ
か も が

瀬戸を東進していた。 

本船は、０８時４０分ごろ、男木島南方沖を東進していたところ、
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潤滑油圧力低下を示す警報音が鳴って左舷主機が停止し、その後、右

舷主機のみで航行を続け、０８時４５分ごろ、女木島東岸沖を南南西

進中、右舷主機も停止した。 

船長は、機関室に赴いたところ、燃料タンクが空になっていること

に気付き、Ａ社担当者に電話で連絡して支援を求めた。 

本船は、来援した僚船（旅客船、以下「僚船Ａ」という。）に旅客

３人を移乗させた後、別の僚船（フェリー、以下「僚船Ｂ」とい

う。）に横抱きされて高松港に入港した。 

旅客は、０９時１０分ごろ僚船Ａが高松港に入港して下船した。 

（付図１ インシデント発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船は、床面を上甲板より下げた客室甲板に操縦席及び客席を配置

し、機関室に通じるハッチを同甲板通路に設け、客室甲板下に区画し

た燃料タンク１個から主機２基に燃料（軽油）を供給していた。（図

１、図２参照） 

 

 

 

 

図１ 一般配置図（抜粋） 客室甲板平面図 

 

 

 

 

 

 

図２ 一般配置図（抜粋） 側面図 

 

本船の燃料タンクは、長さ約２.１ｍ、幅約０.９５ｍ、深さ約０.

６５ｍ、容積約１,３００ℓで、左舷主機の燃料取出口が、右舷主機の

同口に比べて約３cm 上方に位置していた。 

Ａ社は、僚船Ａを、片道の航程が約１１海里の、家浦港と高松港を

約３５分で結ぶ定期航路に就航させ、曜日及び祝日毎に定めたスケジ

ュールに沿って運航させていた。 

船長は、僚船Ａに乗り組んでいたが、入渠
きょ

を控えていた僚船Ａに替

わり、本船が、４月１４日（土曜日）の午後から、家浦・高松両港間

の定期航路に就航することに伴い、本船に乗り組むこととなった。 

本船は、僚船Ａの代船として就航することに先立ち、４月１３日に

給油して燃料タンクをほぼ満載にし、１４日に１.５往復、１５日に

５往復の各定期運航に従事し、本インシデント当日については、午前

中に３往復した後、給油する予定で１往復目の運航を終えて高松港に

ハッチ 

操縦席 

燃料タンク 
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向かっていた。 

本船は、最大搭載人員が８２人で、家浦・高松両港間１往復に要す

る主機の燃料消費量が載貨量（旅客数）によって異なり、旅客の少な

い平日で約１３０ℓ、旅客の多い休祝日で約１８０ℓが見込まれてい

た。 

船長は、本インシデント当日の０６時３０分ごろ、発航前の点検を

実施した際、家浦・高松両港間１往復に要する本船主機の燃料消費量

を、載貨量によらず、約１３０ℓと見積もっていたので、燃料が残っ

ていると思い、燃料タンクの残油量を計測しないまま発航していた。 

船長は、発航前の点検を実施した際、給油したときと同様に、燃料

タンクの残油量を計測していれば、燃料が足りないことに気付くこと

ができたと本事故後に思った。 

本船は、平日、燃料を補給する必要が生じた際、タンク車を手配す

ることができた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、女木島東岸沖を南南西進中、船長が、発航前の点検を実施

した際、燃料が残っていると思い、燃料タンクの残油量を計測してい

なかったことから、燃料が欠乏して主機が停止し、運航不能となった

ものと考えられる。 

船長は、家浦・高松両港間１往復に要する本船主機の燃料消費量

を、載貨量によらず、少なめに見積もっていたので、燃料が残ってい

ると思ったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が女木島東岸沖を南南西進中、船長が、発

航前の点検を実施した際、燃料タンクの残油量を計測していなかった

ため、燃料が欠乏して主機が停止したことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本インシデント後、船長に対して以下のことを改めて指導

した。 

・燃料タンクの残油量を適切に計測すること。 

・本船主機の燃料タンクが、船体中央より船首方に区画されてお

り、船首喫水の増減により燃料消費量の程度を把握できるので、

日頃から就航前に喫水を観察しておくこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、発航に先立ち、運航に必要な燃料を搭載していることを

確認すること。 

・船長は、船型、載貨量（旅客数）、天候等によって主機の燃料消
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費量が変化することに留意すること。 
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   付図１ インシデント発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

高松港 

豊島 

家浦港 

香川県 

岡山県 
小豆島 

備讃瀬戸東航路 

加茂ヶ瀬戸 

０８時４０分ごろ 

女木島 

男木島 

女木港鬼ヶ島防波堤灯台 

男木漁港 1号防波堤灯台 

インシデント発生場所 

（平成３０年４月１６日 

０８時４５分ごろ発生） 


